
1 
 

 

 

 

 

 

 

電力供給に係る仕様書 
 

 

（京都コンサートホール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 

 

 

 



2 
 

第１ 総則 

１ 趣旨 

本仕様書は、京都コンサートホールに係る電力の供給における契約に基づく仕様であ

る。 

 

２ 用語の定義 

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。 

（１）需要施設とは、当該契約における電力供給場所である京都コンサートホールをい

う。 

（２）供給者とは、当該契約における需要施設への電力の供給を行う者をいい、公益財団法

人京都市音楽芸術文化振興財団（以下「財団」という。）と電力供給契約を締結する電

気事業法第２条第１項第３号に定義される小売り電気事業者をいう。 

（３）託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための供給者と需要施

設の間の電線路（送電線、配電線、変電所など）を維持し及び運用する電気事業法第

２条第１項第９号に定義される一般送配電事業者のうちで、当該施設を自ら供給区域

内とする一般送配電事業者をいう。 

（４）電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。 

（５）電気主任技術者とは、電気事業法第４３条に基づき選任された主任技術者をいい、

当該契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部

長に届出されている電気主任技術者をいう。 

（６）監督員とは、京都市契約事務規則第３９条、財団契約事務取扱要領第９条に規定す

る職員をいい、この契約において会館の所属長をいう。 

（７）検査員とは、京都市契約事務規則第４６条、財団契約事務取扱要領第９条に規定す

る職員をいい、この契約において会館の所属長をいう。 

 

第２ 仕様概要等  

 当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は、次のとおりとする。 

１ 需要施設概要 

（１）対象施設     京都コンサートホール 

（２）需要場所     京都市左京区下鴨半木町１番地の２６ 

（３）業種及び用途   貸館及びクラシック音楽専用ホール 

（４）電気主任技術者  設備管理・設備保守点検業務受託業者 

 

２ 供給電力の仕様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、発電設備等 

ア 電気方式                交流３相３線式 

イ 標準電圧                ６,６００Ⅴ 

ウ 計量電圧                ６,６００Ⅴ 
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エ 標準周波数               ６０Ｈｚ 

オ 受電方式                ２回線受電 

カ 発電設備                別紙１のとおり 

キ 蓄熱設備                なし 

ク アンシラリーサービス料金対象容量    なし 

  （２）契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計量さ

れる値が原則としてこれを超えないものとする。） 

（ア）契約電力（常時電力）  １,０５０ｋＷ 

（イ）契約電力（予備電力）  １,０５０ｋＷ 

（自家発電設備の検査、補修又は事故により生じた不足電力等の補給にあて    

るため、常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で、予備電線路により受電す

る。） 

イ 予定使用電力量          

２，０１８，８３１ｋＷｈ 

（令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時までの使用見込み。自家発

電設備の定期検査時等の補給電力を含む。ただし、実際に契約期間中に使用される

電力量は、この値を上回り又は下回ることができるものとする。また、その予定使

用状況については、ウ 各月の電力使用計画のとおりとする。） 

ウ 各月の電力使用計画（最大需要電力、時間帯別使用電力量） 

別紙２のとおり 

（３）需要地点 

需要場所における受電用遮断器の電源接続点とする。 

（４）電気工作物の財産分界点 

需要地点に同じとする。 

（５）保安上の責任分界点 

需要地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は、託送者の責任とする。 

（６）計量日及び計量 

計量日は、原則として毎月１日とし、その時点で前月１箇月分の使用量等を一括し

て計量するものとする。また、１日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に

行うものとする。計量は、託送者が設置する計量装置により記録された値によるもの

とする。 

（７）代金の算定期間 

代金の算定期間は、毎月１日から当該月の末日までの期間とする。 

（８）料金制度 

ア 料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など供給者にて設定する

ことができるものとする。 

イ 供給者は、契約期間内において、その月の平均力率により料金の割引及び割増を
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行うことができるものとする。 

ウ 供給者は、契約期間において、原油価格の変動により発電費用が変更となった場

合は、その変動額に応じた料金の割引及び割増（燃料費調整単価）を行うことがで

きるものとする。 

エ 電気料金の一部に再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれるものとする。 

オ その他電気料金の算定に必要な項目については、供給者が定める約款の規定によ

るものとする。 
（９）平均力率 

   ア 平均力率の算定は、その月の午前８時から午後１０時までの時間における平均の

力率とする。単位は、％とし、小数点以下第 1 位を四捨五入する。（瞬間力率が進み

力率となる場合には、その瞬間力率は、１００％とする。） 

   イ 平均力率の算定式は、次のとおりとする。 

     平均力率＝有効電力量／√（（有効電力量)² +（無効電力量)²）×100 

   ウ 契約期間における当該施設の予定平均力率は、１００％とする。 

（１０）契約超過金 

その月の契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による

場合を除き、供給者は、契約超過金を請求することができるものとする。 

なお、契約超過金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとす

る。 

（１１）支払方法 

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、財団は、供

給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 

（１２）その他 

電力取引に係わる取り決めは多岐にわたるため、本仕様書に記載なき事項について

は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

 

３ 一般事項 

（１）注意事項 

ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑義を生じた場合においては、監督員と協

議する。 

イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。 

ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その承

諾を得る。 

エ 供給者は、別契約の関係業務について監督員の指示により、当該関係者と協力し業

務の円滑な進捗を図る。 

オ 供給者は、当該契約に関する業務に伴い、廃材・塵・配線屑等が発生した場合は、

その全てを構外に搬出し、関係法令等に従い適切に処理する。 

（２）報告 
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供給者は、計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約にか

かる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を受

けて調整を行う。 

なお、報告は、監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。 

（３）検査 

ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければならな

い。 

イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることができ

る。 

（４）資料の提供 

ア 供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、

速やかに応じなければならない。 

なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。 

イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次ごとの契約電力、最大需要電

力、使用電力量等を書面等で監督員に提出すること。 

なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。 

（５）資料の記録・保存 

供給者は、契約期間中の日次ごとの３０分単位の電力量及び最大電力を記録し、資料

として保存しておくこと（受電日誌等）。 

 

４ その他 

（１）契約電力の変更 

契約期間における使用電力量の変動に伴う契約電力の変更は、その値、契約条件を含

め監督員、電気主任技術者及び供給者による協議で決定するものとする。 

（２）設備の状況及び変更等 

当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督

員、電気主任技術者、供給者及び託送者の４者によることとし、その決定については、

４者の合意によるものとする。 

（３）負担金等 

供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担につい

ては、原則として供給者の電気供給約款等に準ずるものとする。 

また、需要施設の工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作な

どの電力会社の作業に係る費用は、すべて財団の負担とする。 

（４）取引用計量装置 

最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置（計器用変成器、積算電力量計、

遠隔検針装置などの供給電力の検針の係るすべての設備を含む）の設置、取り替え、移

設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は、財団の責に帰すべ

き事由による場合を除き原則として託送者が行うものとし、その機器類についての保
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安上の責任は、すべて託送者とする。ただし、設置場所は、需要施設の施設内を無償で

貸与する。 

  また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負担とする。 

（５）送電の停止 

託送者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一

時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と充分な協議を行

い、監督員の承諾を得るものとする。 

（６）緊急時の対応 

事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確実

に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置するもの

とする。 

また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託送者

と協議のうえ、復旧作業に協力するものとする。 

（７）協議窓口 

当該契約期間中における財団と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備

の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を得た

場合は、この限りではない。 

 

５ 特記事項等 

（１）最大電力及び使用電力量の増減予定 

当該契約期間内において、最大電力及び使用電力量が大幅に増減する予定はない。 

（２）計画的な設備改修の予定 

当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う工

事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、大規模な災害、緊急性を伴う公共

事業、その他予測不可能な事態が発生した場合は、この限りではない。 

（３）施設の全体停電予定 

自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年１回（１日間）、場内全体停電を行う

予定である。（託送者区分開閉器の開閉を伴う作業）ただし、重大な故障が発生した場

合等、緊急に修理が必要なときには、臨時に場内全体もしくは部分停電を行う場合があ

る。 



（系統連系無し）

発電設備は以下のとおり。

No. メーカー名 型式 製造番号
電圧

（kV）
発電方式 用途

定格出力
（kW）

設置
年月日

備考

1 ヤンマー 8NHL-ETP 0252GJC 6.6 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 非常用 772.3 H7.7月

2

3

4

5

6

（系統連系有り）

発電設備は以下のとおり。

No. メーカー名 型式 製造番号
電圧

（kV）
発電方式 用途

定格出力
（kW）

設置
年月日

備考

1

2

3

4

5

6

別紙 １

発　電　設　備

（京都コンサートホール）
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